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第 8章 米国統治期における沖縄の都市形成と計画法

はじめに

1945年8月､第二次世界大戦の終了と同時に沖縄はそれまでの日本領土から切 り放され､米国の占領

下に入った｡以後､1972年5月の日本本土復帰 (以下単に本土復帰)までの約27年間､沖縄は日本とは

ある種の連絡をとりつつも米国の統治の下で都市計画を行っていくという特殊な経験を持つことになった｡

この時期における沖縄都市計画は､西欧近代都市計画の模倣から日本化-と進んで来た日本都市計画と米

国統治計画との交差の現象として､あるいは米国の占領都市政策の実践として興味ある結果を提供してく

れよう｡

本箱では､①戦後の米国統治の閉､沖縄の都市計画には米国統治政府の政策や計画手法の影響があった

のか｡②同時に､日本の都市計画との関係をどのように保ったのか｡③米国と日本との狭間で､沖縄独自

といえる都市計画があったのか｡これらの3点を解明することを通して､戦後の沖縄における占領政策と

しての米国統治計画の性格とその影響､それに対する沖縄都市計画の独自性を探る｡

この中でも特に上記(丑に重点をおいて解明することが本論文の特徴となるが､それは ｢米国は沖縄の都

市計画をどうしようと考えていたのか｣の疑問に答えることに他ならない｡そのためには､(a)沖縄 (及び

日本)の都市計画に対する関心の程度｡(b)沖縄の都市計画に対 しての関与の仕方｡ (C)その結果としての

都市計画 (立案､実施)の成果あるt.よ変化の具体事例｡これら3つの角度から捉えていく必要がある｡

この目的のため､本論文では､G)米国国立公文書館 (NARA)での琉球列島米国民政府(UscAR)関係文書､

(参琉球政府都市計画審議会資料 (議事録含む)､を資料として分析を行うOこのうち(∋の琉球列島米国民

政府関係文書については､約5-6万件に及ぶ膨大な資料であり別途詳細に分析中なので､今回は布告､

布令､指令､命令等の法規に関するものと､琉球列島米国民政府が行った沖縄の都市計画に関する3調査

報告書を補足的に取り上げる｡また､②の琉球政府都市計画審議会資料についても別途 ｢戦後沖縄都市計

画史｣のために詳細に分析中であり､那覇市を中心とした琉球列島米国民政府に関わる資料にとどめる｡

本論文∴は､(∋まず､戟後の､沖縄における統治横構として､米国の統治機構と沖縄の自治組織の変遷

及びその仕組みについて把握する｡(参次に､那覇市を中心に､戦後の沖縄都市計画の成立とその変遷を米

国統治政府との関わりを含めて時代区分毎に明らかにしていく｡③同時にその中で､米国統治政府が関与

した具体事例についてその役割と効果の程を探ると共に､日本都市計画との関連も対比して見ていく｡④

更に､米国統治政府の沖縄都市計画への関心の程度､考え方について､琉球列島米国民政府が行った3調

査報告書 (都市計画､交通､工業都市)より把握する｡⑤以上から､米国統治政府の沖縄都市計画に果し

た役割を評価し､沖縄都市計画が受けた影響と特徴について考察する0

8-1 戟後沖縄の統治横構

米国による沖縄の統治横稀は､時期によって ｢米国海軍軍政府｣ ｢米国陸軍軍政府｣ ｢琉球列島米国民

政府｣の3つに分かれる｡この内の前二者を単に ｢米軍政府｣､残りを ｢米国民政府｣とも呼んでいた｡

(1)米軍政府

1945年4月 1日､米国太平洋区域総司令長官ニミッツは ｢米国軍占領下ノ南西諸島及其近海居住民二

告グ｣(いわゆるニミッツ布告)を宣言し､自ら軍政長官となった｡この時より米国海軍軍政肘による沖

縄の統治が始まる｡

翌1946年7月1日､それまで何回かの海軍と陸軍による軍政府の指揮権の変更が合ったが13)､沖縄に駐

留する部隊のほとんどが陸軍であることから､この時より正式に陸軍軍政府が成立しその統治のもとに入

る｡

二つの米軍政府は､軍政府長官が海軍か陸軍かの違いだけであって､その基本的な機能は異なるもので
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はなかった｡陸軍政府の方が統治期間が約4年と長かったことと陸軍技術部隊が統計 ･建設技術面で支え

となっていた点がある｡以下､これらの米国海軍あるいは陸軍による軍政府を､特別に区別を要する場合

以外は､単に ｢米軍政府｣と呼ぶことにする｡

(2)米国民政府

1950年12月15日､米極東軍総司令官が在琉球米軍司令官に対 して発した ｢琉球列島米国民政府に閑

する指令｣に基づ き､それまでの米軍政府を廃 して新たに琉球列島米国民政府 (UnitedStatesCivil

AdministrationoftheRyukyuislands)を設立した｡この後続 く沖縄の長期統治のためには､従来の占領政

策では住民の協力を得難いことから､たとえ形式的にせよ軍政から民政へと移行することが必要であると

の米国側の判断がその背景にあった｡琉球列島米国民政府は､単に ｢米国民政府｣ ｢UscAR｣と呼ばれて

いたことから､以下そのように呼ぶ｡

米国民政府の設立により､沖縄統治の責任者も米極東軍司令官が米国民政府長官､在琉球米軍司令官

(米軍政府長官)が米国民政府副長官とそれぞれ呼称された｡米国民政府長官は沖縄統治の全般的責任を

負い､副長官の任命権を持っていたが､その権限の多くは副長官に委任して行使させた｡この委任により､

米国民政桁副長官は軍事的必要の許す範囲内で住民の福祉向上を促進することとされる一方､布告 ･布令 ･

指令などの制定公布権､後述する琉球政府立法院の可決した法案に対する拒否権､琉球政府の行政首席や

副主席の任命権などの強大な権限を有していた｡尚､米国民政府副長官は1957年6月 5日の ｢大統領行

政命令｣で ｢高等弁務官｣の名称が用いられ､以後､本土復帰 (1972年)まで続 く｡

米国民政府の組織内容は図-1に示す｡9部門のうち建設に関わる部門としては ｢公益事業部｣
(publicServices)が位置づけられている｡1957年より部門名が (PublicWorks)に変わっているが､内容に

変わりはなく､ ｢技術 ･建設｣｢公共施設｣｢通信 ･交通｣の3分野からなっていた(4)0

8-2 沖縄の自治組織

戦後から日本本土復帰までにおける沖縄の自治組織は､ ｢沖縄諮絢会｣ (1945年)､ ｢沖縄民政府｣

(1946年)､ ｢沖縄群島政府｣ (1950年)､ ｢琉球政府｣ (1952年)の4つがある｡以下､簡単にそ

の概要を説明する｡

(1)沖縄諮言句会

1945年8月20日､米国海軍軍政府によって石川市に各収容地区の住民代表からなる仮沖縄人諮絢会が

召集され､米軍政府側から沖縄諮絢会の設置が発表された｡声明で､沖縄諮言句会は15人の委月からなり､

(D各委員は商工部 ･衛生部 ･法務部などの14部についての専門的な知識技能を持ち､(参一部の地区に偏

ることなく各社会階級の代表者であり､③日本の軍部や帝国主義者と密接な関係を持たないこととされた｡

以後､沖縄言霜句会は米軍政府の諮問を受け､米軍政府と沖縄住民の意志の疎通を計る機関として機能した｡

(2)沖縄民政府

1946年4月24日､米国海軍軍政府指令第156号 ｢沖縄中央政府の創設｣によって設立される｡それま

での沖縄諮絢会の職能を引き継ぐほか､知事の諮問機関として沖縄議会が設置された｡その機構は知事､

副知事､知事官房のほか､総務部､工務部などの14の部からなり､知事が統括する｡だが､知事は米軍

政府長官より任命される仕組みになっていた｡

(3)沖縄群島政府

1950年8月4日､米国陸軍軍政府布令第22号 ｢群島政府組織法｣の公布に基づき､群島知事選挙を経

て､同年11月4日沖縄群島政府が発足 した｡先の沖縄民政府の機能を受け継いでいるが､選挙管理委員

会､監査委員会､公安委員会を加え､自治体としての体制がより整っている｡だが2年後の琉球政府発足

へ向けての準備的な組織 ･役割でしかなかった｡

(4)琉球政府

1952年4月 1日､米国民政府布告第13号 ｢琉球政府の設立｣ (1952年2月29日)に基づき琉球政府

が創設された｡ 発足時は､行政主席官房 ･行政主席情報局 ･総務局など1房13局81課のほか､人事委員

会 ･中央選挙委員会 ･中央教育委貞会が設置され､奄美 ･宮古 ･八重山にそれぞれ同政府の地方庁 (後に
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支庁)が置かれた｡

琉球政府の権限は､琉球における政治の全権を行 うことが出来るとされていたが､あくまでも ｢米国民

政府の布告､布令及び指令に従う｣ (同布告2条但 し書)という条件が付されていた｡更に同7条では､

｢米国民政府副長官 (の知の高等弁務官)は､必要な場合には､琉球政府とその他の行政団体またはその

代行機関により制定された法令規則の施行を拒否 し､禁止しまたは停止 し､自ら適当と認める法令規則の

公布を命 じ及び琉球における全権限の一部または全部を自ら行使する｣と規定していた(5)0

8-3 戦後沖縄都市計画の成立 ･変遷と米国統治政府の役割

終戦から本土復帰までの期間における沖縄の都市計画の性格と米国統治政府との関わりの特徴は､①無

法 ･直接統治期 (1945-50年)､(参条例都市計画 ･間接統治開始期 (1950-52年)､③法定都市計画 ･

自治抗争期 (1952-56年)､(彰首都建設計画 ･金融統治期 (1956-60年)､(9実際的都市計画 .長期

的計画調査期 (1960-68年)､(む日本同化期 (1968-72年)の6期に区分して捉えることが出来る｡

(以下表-1を参照)

(1)第 1期 :無法 ･直接統治期 (1945-50年)

1)米軍政府による直接統治

1945年4月の米国太平洋区域総司令長官ニミッツの布告 ｢米国軍占領下ノ南西諸島及其ノ近海居住民

二告グ｣はその中で､(D南西諸島及其近海における米国海軍政府の設立を宣言し､自らその軍政府長官と

なると共に､② 日本帝国政府の全ての行政権の行使の停止､③日本裁判所の司法権の停止を通告した｡同

時に､④同布告第4条で､ ｢本官ノ職権行使上其必要ヲ生ゼザル限り居住民ノ風習並二財産権ヲ尊重シ､

現行法規ノ施行ヲ持続ス｣とした｡従って､立法権､行政権は無いものの､それまでの日本の法律はその

まま使えるわけで､旧都市計画法､市街地建築物法などにあっても効力があることになる｡しかしながら､

従来の法律では､都市計画の決定権者､事業の主体､規制の取締 り者等､その実際の執行になるとそのま

までは使えず､結果､無法状態と同様であった｡

従って､戦災復興及その後の都市計画に関わる計画から事業の実施並びに事業費の補助までの全てにお

いて､米軍政府の認可と援助を仰がなければならないという､まさに米軍政府の直接統治の下で戦後の沖

縄の都市計画は始まった｡

2)強制移住 ｢割当土地｣制度

1945年10月23日､米軍政府は ｢住民再定住計画及び方針｣ (指令第29号)を各収容地区隊長へ出した｡

その目的は､終戦の前後に沖縄本島の北部地域 (12地区)へ収容 していた中南部の住民 を従前の居住地

に移すこと (帰村)であり､翌1946年 1月までに完了するという計画であった｡

計画の方針として､①住民委員会を設けて､家族の住居及び耕作地の割当をすること､②割当に際して

は､同一区域に住居を有 していたものが後に移り来ることに留意すること､③この割当をしても､従来の

法律上の所有権に影響を与えないこと､④以前に所有 してきた土地を個人に割 り当て､更に他の者をその

土地に住まわせても良い､⑤住民は地区内の居住可能な土地全体に分散させること､(む受け入れ地区の隊

長は､仮小屋 ･食事の提供をし､この方針にしたがって住民の再定住を実施する､等が指示されている(6)｡

この住民の再定住は､約 1年をかけてかなりの地域で完了していくが､その多 くを占めている旧那覇市

や旧コザ市の地域は米軍の占拠範囲が広いため､住民は更に別の地域で仮居住を余儀なくされた｡その後

占拠地区の解放が徐々に進められ､旧那覇市の大方の旧住民が戻 ったのは1950年である｡また､住民の

再定住に際して､上記の理由等によって元の土地に帰れないもの､自分の土地が分からないもの､土地を

持っていなかったもの等は､いずれも地区隊長と市町村長の判断で土地を割 り当てられたことから､後の

土地問題の発生の原因となった｡

この段階での計画は､住民の ｢収容｣から ｢定住｣-と転換させる目的が強いせいもあるが､その方針

に見られるごとく､後に元居住者が戻ることを留意 しつつもそれに対する実際の配慮はなく､土地所有権

の無視､他地区者を含めた暫定的割 り当て､そもそ もが住民の主体性を欠いた ｢割当｣という方法､に間

-90-



題の要因があり､住民の ｢居住｣という概念が計画には無かったと言わざるを得ない｡

その後､土地所有者が戻り､所有者による割当土地の明け渡しが求められ､割当土地居住者との トラブ

ルが発生 した｡このため､米軍政府から変わった米国民政府は新たな沖縄群島政府に要請して､1951年

9月 ｢沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例｣ (通称 ｢割当土地条例｣)を制定させた｡これによって

割当土地使用権は ｢見なす契約｣に基づく貸借権として置き換えられた｡その後更に､1955年6月､琉

球政府による ｢沖縄群島割当土地に関する臨時処理条例の廃止に伴う措置に関する立法｣ (通称 ｢割当土

地法｣)によって､貸借権及び期間の法的位置付けが与えられた｡復帰後は借地上の借地権とされ､今日

に至っているが､土地所有者と借地権者との対立は今もって根が深く､再建築､市街地整備をする上での

大きな障害となっている｡

即ち､ ｢割当土地｣制度は､戟後の応急的居住政策としてとられた米軍政府の措置ではあったが､それ

が土地所有者不在のまま行なわれたにも拘らず､根本的な整理､解決をせず､単に ｢借地権｣として切り

換え固定化してしまったことになる｡市街地中心部の多くの土地基盤がこの応急的かつ表面的な土地整理

によって形作られたと言えよう｡

3)現物援助 ｢規格住宅｣

割当土地制度と同時の1945年10月､米軍政和 ま｢沖縄人住宅の建築資材｣ (指令第37号)を出し､割

当土地の地区における住民のための恒久住宅用の資材の見積を行うことを指示した｡その際の建築計画と

して､①骨組みは一人当た り床面積40平方フィート､②床張りは-人当たり10平方フィートとする､③

屋根の10%は板金､90%は茅葺きとする､等を提示した｡ 続いて同年12月､米軍政府は ｢沖縄人住宅

計画｣ (指令第72号)によって､沖縄人のための住宅設計図と建設予定住宅5万棟 (完全家屋25.000棟､

部分家屋25.000棟)分の所用資材料及びその建設方法を提示した｡

この住宅は､米国産材木を使ったツー ･バイ･フォー (2×4インチ)の骨組みと､壁と屋根はテント

張りの茅葺きで､面積は母家533坪 (17,5m2) ､延べ6.66坪 (219m2) の画一的な規格のため ｢規格住宅｣

と呼ばれた (図-2)｡規格住宅は､1946年11月から3年間にわたって計73,500戸が建設され､戦災

で家を失った人々に無償で供与された｡

この ｢規格住宅｣は､なるべく地元の建築業者に建設させたことから､日本で最初のツー ･バイ･フォー

工法の技術を習得するという建設技術面での効果はあったが､その応急的必要性から先の ｢割当土地｣で

建てられることが多く､結果､土地のトラブルから老朽化しても建て替えが出来ず､土地の狭小さ､道路

の未整備と合わさって､過密で低水準の不良住宅地区を形成するに至ったのである｡

4)ガリオア援助

1946年7月の米国陸軍政府設置の際に､米国議会は沖縄に対して､占領地域の人々を飢餓 ･疾病 ･社

会不安などから救済することを主な目的とする ｢占領地域統治救済資金｣ (GovernmentandReliefin

occupiedAreasFund､略 してガリオア資金)を決定 した｡このガリオア資金は､毎年割当が継続され､

1947年から54年までは食料 ･各種資材を中心とする現物援助と軍家族住宅 ･道路港湾 ･電力 ･水道等の

公共事業の実施､1955年から57年までは琉球政府-の現金援助がおもとなった｡年間の援助額は約 1-

5千万 ドルに及び､戦災都市の復興､都市建設を行う上でも重要な資金源となった｡

5)米軍政府による那覇復興計画案

1946年11月1日､米軍政府副長官クレイグ大佐の言葉 ｢那覇は沖縄の首都として近代的なあらゆる整

備を施し､官庁街､商店街､住宅街などに区画し大 きさはさておき衛生等文化施設に於いては東洋一の近

代都市として面目を一新せしむべく､既に専門家にその都市計画を命じてある｣を受け､軍政府政治部長

レイトン大佐は那覇復興計画案を沖縄民政府へ提示 し､その意見を聴取Lに来た｡沖縄民政府側はこの計

画を米国陸軍技術部隊の第一次思案と受け止め､また､その建設は米軍の全面的な支援により工作隊が行

うだろうと､それに対する積極的な対応を示さなかった｡これは､米軍政府が直接に関与した最初で最後

の沖縄都市計画の案である｡計画図が不明なため､その具体的な内容は分からないが､当時の新聞 (うる

ま新報)記事からおおよその特徴を推察することが出来る｡

計画案は､①計画区域は､那覇港を囲む旧那覇市の4町 (久茂地､美栄橋､牧志､若狭)で､一部郊外

として上ノ屋を含むが限定された狭い範囲､②計画人口は2万5千人を対象､③道路は､西海岸を回遊す

る海岸遊歩道を設け､那覇港へ向かう (東西軸)道路とその中心で直行する (南北軸)の道路をメインス
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トリートとし､市内道路はこれを機軸としてすべてを碁盤目に4分､④中心部に官庁街 ･商店街､周辺部

に住宅街と工場地帯の､大まかなゾーニング､(9南北 2カ所に大公園､数カ所に小公園､高台に博物館と

動植物園を配置､⑥その他､浄水池､発電所､市公会堂､劇場､ホテル､郵便局､消防署などを配置する､

といった内容であった｡

6)米軍政府による建築許可等

市内の米軍占拠地区が少しずつ解放されるにつれて､市民の建築活動が盛んとなり､その統制のため米

軍政府は1949年 1月 ｢建築許可証｣ (指令第3号)を出し､建築許可制を敷いた｡

その手続きは､(∋建築申請はすべて許可､不許可の副申及びその理由を付 して各市町村長より沖縄民政

府総務部へ提出､(参民政府はこれに許可不許可を与えて米軍政府総務部へ提出､③米軍政府はこれに最終

的な許可及び不許可を与えた後申請はすべて同一経路を通して市町村長に返す､(む建築開始前に日英両文

の許可証を見易いところに掲示する､という方法であった｡

また､許可条件として､①軍舎屋地域から1マイル以内にないこと､②弾薬庫地域､ガソリン油送管及

び貯蔵地域一帯から一定以内にないこと､(参軍政府が立地入り禁止区域とした地域内にないこと､を提示

している｡この他､違反者に対して罰則規定を設けている｡

(2)第2期 :条例都市計画 ･間接統治開始期 (1950-52年)

1)那覇都市計画の認可

1950年4月13日､米軍政府長官シーツ少将と軍首脳部は､軍政官セーフ7-大佐と同行した那覇市長

と会見し､先に市が提出した那覇市都市計画案を検討し､その認可をした｡米軍政府の認可を受けるとい

う制約のもとではあるが､沖縄で策デされた最初の都市計画である｡

これより先､沖縄民政府は那覇T;Jの都市計画は自分のところで樹立し､実施べきだと信 じており､那覇

市も沖縄民政府が主体で､市は側面的に協力する体制をとっていた｡しかしながら､沖縄民政府が作成し

た計画案は軍の意図に沿わぬとの理由で却下され､1950年3月2日米軍政府が ｢那覇市の都市計画は那覇

市が主体となって計画し､実施すべきで､沖縄民政府は那覇市の都市計画に対して参考的な意見は言える

が那覇市を拘束することは出来ない｣という指令を出したことから､那覇市は急きょ都市計画委員会､都

市計画協議会を組織 し(9㌧市の都市計画案を約 1カ月でまとめ米軍政府に提出したのである(10)0

計画の-ド.体的な中身は約3カ月後に策定され､市条例の制定と併せて決定されたが､その内容は､①計

画人口は､5年後で6万2千人 (1950年3月現在4万4千人)､20年後で14万人､②都市計画区域は那

覇市全域及び真和志村の一部 (約486ha､軍指定地域854haを除く)､③住居地域､商業地域 (甲種商業

地区､乙種商業地区)､工業地域､官公衛地区､からなる地域地区制､④幹線道路計画､(9公園及び緑地

計画､(む上下水道､(∋河川及び排水路､⑧学校､(9墓地整理 ･火葬場設置､⑲公有水面埋立事業､⑪土地

区画整理事業からなっていた｡ (図-3)

この都市計画は､基本的には､戟前における日本の都市計画の仕組みと変わらないが､幹線道路網が一

部放射道路と環状道路からなっていること､地域地区の中で甲種 ･乙種商業地区､官公衛地区を設け､よ

り細かくなっている点において特色がある｡この計画に対 して米軍政府長官シーツは､自己が示した4条

件､(D残存恒久建築物の存置､(参軍指定地域の除外､③現存道路の活用､④幹線道路の設定､を具備 して

いて最適と評価 した｡

2)那覇市都市計画条例 ･市街地建築物制限条例

那覇市都市計画は米軍政府の許可を得たものの､そのままでは法的な根拠がなく､市民へ告示すること

も出来ないことから､那覇市は同時に､都市計画条例と市街地建築物制限条例の策定をし､これらの条例

に基づいて都市計画決定の告示及びその後の建築制限の根拠を与えた01950年8月 1日那覇市は､那覇

市都市計画､都市計画条例及び市街地建築物制限条例を合わせて決定し告示したnl).しかしながら､計画

と関係条例は作ったが､それは那覇市が計画及びその実施主体であることを明示したに過ぎず､米軍政府

の事業費援助をなくしては殆ど実行に移すことが出来なかった｡

3)琉球復興金融基金による援助

1950年4月､米軍政府は琉球の住宅及び諸生産施設などの復興のための長期設備資金供給機関の設置

を目的 として ｢琉球復興金融基金｣ (布令第4号)を設立した｡約83万 ドルが交付され､琉球銀行が受
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託を受け､最終的には24.726.000ドルにも登った｡この琉球復興金融基金 (略して ｢復金｣)によって､

1951-59年の間で78,024戸の住宅建設の融資が行われた｡また､市町村の起債-の補助の割合も高く､

那覇市の都市計画事業費の多くは復金によって賄われた｡

4)沖縄群島建築基準条例

1950年11月沖縄群島政府が設置されたことから､翌1951年10月に沖縄群島建築基準条例が制定され

た｡那覇市の市街地建築物法制限条例が有効に横能せず､また他の市町村にとっても建築の取締りが必要

なことから全島に及ぶ建築基準条例が定められることになった｡この条例の内容は､全95条からなり､

所々に ｢知事｣や ｢市町村長｣を決定権者 として置き換えている他は､殆 ど日本の1950年建築基準法と

同じものとなっている｡しかしながら､この条例は沖縄群島政府と同様に次の琉球政府が制定する建築基

準法への単なる準備に過ぎず､実際に運用されることはなかった｡

5)米国民政府への切り換え

1950年12月の ｢琉球列島米国民政府｣(UscAR)の設立によって､それまで米軍政府が行ってきた住

宅や都市計画事業-の援助は米国民政府が引き継ぎ､ ｢民政｣という角度から琉球の統治を行うことになっ

た｡だが､先にも述べたごとく､実際の権限は米国民政府副長官としての米軍政長官が握っていることか

ら､大きな統治体制の変化はない｡言えることは､今迄の軍政府が行ってきた ｢直接的統治｣が､米国民

政府から ｢間接的統治｣-と明確に変質したことである｡これは､都市計画からみれば､計画及びその実

施主体を地域自治体に任せ､米国民政府は技術や資金などの間接的な関わりにとどまろうと言うことにな

る｡別の観点から言えば､米軍基地に関わることは明確な意志表示をするが､琉球の地域計画､都市形成

のあり方には理念を持たない､という責任宝亀にも取れるのである｡

(3)第3期 :法定都市計画 ･自治抗争期 (1952-56年)

1)琉球政府による都市計画関連法の整備

1952年4月立法権を持った琉球政府が設立されたことから､都市計画関連の法律が次々と制定されて

言った｡1952年9月の道路法､同年12月の建築基準法と土地収用法､そして翌年1953年8月の都市計画

法である｡これらの法律は､琉球政府､行政主席という名称を除けば､当時の日本本土のそれと全く同じ

内容であったが､政肘レベルの ｢法｣としての都市計画関連法が制定されたのは戦後これが最初と言うこ

とになる｡それまで那覇市の都市計画事業は､先の那覇市都市計画条例に基づき､また米軍政府の援助の

もとで行ってきたのであるが､法的効力の弱い市条例では事業の実施に限界があり､加えて､新たな ｢米

国民政府一琉球政府一那覇市｣という体制のもとで事業を円滑に推進するためには琉球政府による都市計

画法の整備が必要とされたのである｡

この都市計画法の交付と同時に､当時施行中であった那覇市の3都市計画事業 (東町 ･辻町 ･見栄橋地

区土地区画整理事業､辻町 ･若狭町墓地整理事業､牧志街道拡幅工事)はこの法律によって認可を受けた

ものと見なすという法的根拠を与えられた｡ (図- 4)

2)法定那覇都市計画の決定

琉球政府都市計画法に基づいて新たに都市計画の策定作業に入った那覇市は､担当都市計画課長の恩師

であった､早稲田大学教授石川栄耀博士の指導を受け (12)､首里市､小禄村､美和志村の2市2相の合併

を前提とした那覇都市計画の基本計画を検討した｡ しかしながら､市村合併を前提とした都市計画区域へ

の編入については､真和志村が自村の市への昇格を考えて態度を保留したため合意には至らなかった｡こ

のため法的な都市計画を早急に決定しなければならない立場にあった那覇市は､市の行政区域のみの都市

計画区域 と西新町外 18ケ町の土地区画整理からなる都市計画を申請し､琉球政府は1954年6月4日こ

れを決定告示した｡ (図-5､6､7)

その後再び石川栄耀の指導を受け､市となった真和志市に豊見城村を加えて､3市2村からなる都市計

画案を検討した｡今度は､豊見城村が計画区域編入に反対 したことから結局､1956年3月23日､豊見城

村を除く新那覇市 (旧那覇市､首里市､､小禄村が合併)と真和恵市を都市計画区域とした那覇都市計画

が最終計画として決定告示された (美和志市はその後那覇市へ吸収合併)｡市村の合併をめぐる抗争によっ

て法定那覇都市計画はは3年の歳月を要し､2回も変転したことにになる｡

この那覇都市計画は､都市計画区域3698ha､10年後の将来人口23万4千人､20年後32万6千人
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(1956年現在16万5千人､豊見城村含む)､を設定し､その内容は現在の那覇市の都市計画の骨格を決

めるものとなった｡先の那覇市条例都市計画 (1950年)と較べて､環状道路網の形態から､西側の埋立

区画整理拡張区域を含めた格子状のパターン-とその骨格を変えている｡また､西側の1号線 (現在の国

道58号)と平行して､新たに市の中心を南北に延びる幹線道路 (現在の国道330号)が設けられた｡ (図

-8)

(4)第4期 :首都建設計画 ･金融統治期 (1956-60年)

1)首都建設計画の推進

1956年2月､琉球政府は ｢首都建設法｣を制定公布 した｡これによって､琉球の首都那覇市の都市計

画を推進するためである｡首都建設計画とは ｢那覇都市計画区域内において施行せられる重要施設の基本

的計画｣ (第2条)であって､首都建設計画及び首都建設事業は ｢都市計画法の通関があるものと見なす｣

(第16条)としているように､その実際の内容は那覇都市計画そのものと言ってもよい｡その目的は､

首都建設委員会 (行政副主席､那覇市長など9人で行政主席が任命)を通して､琉球政府と関係市町村の

事業分担､協力依頼､米国民政府-の援助要請､等を行うことにある｡ (13)｡

1959年3月､米国民政府は ｢那覇市事業に対する補助金特別会計｣ (高等弁務官布令第22号)を公布

し､ ｢首都建設委員会の勧告した所定の那覇市事業を達成するため､補助金として使用させられる資金に

ついて､琉球政府のうちに特別会計を設ける｣ことにした｡これによって､首都建設計画事業 (那覇都市

計画事業)は､総額で31億 8千万円を必要としたが､その52%は米国民政府が補助し､残りは那覇市が

42%､琉球政府が6%負担することになった｡この時期の沖縄の都市計画は､計画は関係市町村が作り､

琉球政帝が主催する首都建設委員会がそれを促進し､これを米国民政府が財政面で補助する､という体制

で行うことが定着したと言える｡米国民政府による ｢計画統治｣から ｢金融統治｣への展開である｡

2)革新市長への補助停止

那覇都市計画及び首都建設計画の策定 (1956年)から米国民政府補助の公布 (1959年)まで3年のブ

ランクがあるのは､反軍政を掲げる革新政党 (人民党)の瀬長氏が那覇市長に当選 (1956年12月) した

ことに対して､米国民政府が､琉球政府及び琉球銀行を通してそれまでの補助 (復金)を停止したことに

始まる｡結局､瀬長氏は那覇市長を辞職し次の市長に変わったことを持って､米国民政府の補助は先の新

たな特別の内容を加えて再開することになったのである｡このブランクは､まさに米国民政府の金融統治

の効果を示している｡この間､那覇市及び首都建設委貞会は､米国民政府-の陳情はもとより､日本本土

の首都圏整備計画委員会とも交流を持ち､日本政府からの援助を得ようとしたが､その効果はなかった｡

(5)第5期 :実際的市街地整備 ･長期的計画調査期 (1960-68年)

1)不良住宅地区と細部街路計画

幹線レベルの都市計画事業が推進されていく一方､市内に形成されている不良住宅地区や生活道路の未

整備に対してもなんらかの対応が必要とされた｡1962年3月､那覇市は ｢不良住宅実態調査｣を実施し､

結果1966年 1月 ｢不良住宅街改造樋川地区土地区画整理｣の都市計画決定をした｡だがこのころの琉球

政府を通した米国民政府からの援助は融資的な性格に変わり､その枠も狭められて行ったことから､那覇

市には新たな事業費をねん出する余裕はなく､計画決定のみの､関係地主からの同意と借地契約で土地整

理､道路整備を始めたのである｡ ｢任意の土地区画整理｣とでも言うべき事業であったが､正規の土地区

画整理への切り替えの不安から地主とのトラブル､区域内建築の多発などにより､おおよそ4分の1を整

備した段階で中止となった (14)0

19607月､地元からの道路整備の要請を受けて､首里大中町及び桜坂一帯等の ｢細部街路計画｣が都

市計画決定された｡幅員6メートルを中心とする細街路網の画的な計画であったが､この計画も同時に事

業費の裏付けが得られず､都市計画決定のみの建築規制で道路空間の整備を行おうとするものであった｡

戟前の建築線制度に似た計画手法であったが､これによる道路形成率は55%に留まり､残りは現在まで

計画決定のまま引きずっている (15)｡

これらの市街地整備への那覇市の対応は､当時における都市計画が基幹的施設の整備に限定され､市民

生活に直接かかわる市街地整備にまで及んでいなかったこと､そのため逆に那覇市が自身で対応できる独
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臼の計画手法を考えなければならなかったことを示している｡

2)米国民政府による沖縄都市計画の調査

この時期､米国民政府日よって長期的 ･広域的な観点-の沖縄の地域 ･都市計画関連の委託調査が行な

われている｡① ｢沖縄幹線交通改善10カ年計画｣ (10YearProgramtolmproveOkinawaHighway

Transrx)rtation､USCAR.1962.6)は､沖縄本島における幹線道路の交通現況とインターチェンジの改良プ

ランの検討を行ったもので､そのプランの形状は各種あるもののかなり大きく､幅員の狭い道路状況には

そぐわないと思われるものが多い (16)0

② ｢琉球列島の都市 ･地域計画プログラム｣ (ACityandRegionalPlanningProgramforRyukyuIslands.

usArmyEngineersDistrict.1964.ll)は､沖縄本島における地域 ･都市計画を遂行するための実際的なプ

ログラムを開発することを目的として､人口 ･土地利用 ･産業等の状況と将来推計､土地利用計画､中南

部主要都市の都市計画の状況と各種計画 (土地利用､都市住宅､中心商業地区､幹線道路交通､港湾､公

園､学校､都市再開発)の特徴､計画実行のための手段 (執行機関､法制､地域制､土地区画整理事業､

補助制度)について詳細に調べている｡だが､ほとんどは計画情事剛文集 ･整理の段階にとどまっていて､

中には日本本土の地域制 ･区画整理の状況や台湾の住宅基準など､その収集範囲の広さに感心させられる

が､計画の作成や立案は見られない(17)0

③ ｢沖縄の工業用地と新都市計画調査 (IndustrialEstateandNewTownStudyOkinawa,USCAR,1969.6)

は､沖縄経済開発調査の一貫として､沖縄本島における開発適地､工業用地の選定と土地利用 .住宅地等

の計画､港湾開発の検討を行ったものである｡他の調査よりは計画要素が強く､いくつかのケーススタディ

を含めな.がら､計画方法としての各種の計画基準 (敷地組合せのモジュラーシステム､ショッピングモー

ル､クラスタープラン等)を例示している｡またフリートレードゾーン (自由貿易地域)の可能性と台湾､

香港の例を紹介しているなど､内容としてはユニークなものが多い(18)0

米軍政府の直接統治から米国民政府の間接統治- と変わって､更に金融統治-と転換 しつつある中で､

何故このような計画に関わる委託調査を行ったのか､その理由は､現在の分析段階では､明らかではない

が､恐らく､米国民政府の沖縄統治が長期にわたって行く予想のもとで､地域の正確な情報収集とそれに

基づく地域全体の開発計画と基地の安定的確保をもっておこうとしたのではないかと思われる｡事実､こ

れらの計画調査の中で扱われているプランや開発適地がそのまま琉球政府 ･関係市町村でオーソライズさ

れたり､実現した形跡はほとんどなく､一部インターチェンジの改良と糸満の埋立事業及びフリーポート)

ゾーンの概念ぐらいである(19)｡また､調査結果の報告書はかなりの分量であるものの､手作りの製本で､

正式に印刷発行されたものでなく部数が限られていた (従って､米国民政府の内部資料に留まっていた)

ことからもその影響は少なく､沖縄であまり理解されることが無かったと思われる｡もしこれらのような

計画調査が､まだ沖縄での都市計画策定の段階で行なわれていたならば､その影響は相当のものがあった

と推察される.ただ､一部の報告書の内容については､本土復帰後の地域政策へ幾分かの影響を及ぼした

と思われるが､USCARはそれを確認する時間を持てなかった｡

(6)第6期 :日本同化期 (1968-72年)

この時期になると､各地で日本本土復帰の連動が盛んになり､政府レベルでの交渉も行われていること

から､都市計画関連法も本土-合わせるようになる｡ ｢土地区画整理法｣ (1969年 7月､琉球政府)､

｢新都市計画法｣ (1970年6月､琉球政府)がそれぞれ公布される｡1968年7月には､日本政府一体化

調査団 (琉球政府が組織)による ｢本土 ･沖縄一体化調査報告書｣がまとめられ､本土と沖縄との都市整

備の比較､一体化後の整備課題等を整理している｡1971年10月には､本土復帰に備えて､日本政府建設

省 (住宅局､都市局)による住宅需要把握のための実態調査も行われた｡まさに日本同化期である｡

1972年5月､沖縄は日本-複帰し沖縄県となり､琉球政府､米国民政府は廃止された｡

(7)まとめ

本論文の目的は､①米国統治政府の影響､②日本 との関係､③沖縄都市計画の独自性､を探ることにあ

る｡これらの目標に対して明らかになった点についてまとめてみよう｡

1)米国統治政肘の影響
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これに関しては､更に3つの視点から確認する｡①沖縄への関心の程度､(参沖縄都市計画への関与の方

法､③計画立案 ･実施等の成果､である｡

米国統治政府のの沖縄都市計画に対する関心はかなり高かったと言える｡初期の米軍政府､特に陸軍政

府からは､自ら専門家に命じて､那覇市の復興都市計画を作成するなど､その思い入れはかなり強かった｡

その後の米国民政府にあっても､自身が乗 り出すことはなくても､沖縄の地域 ･都市計画に関する詳細で

幅広い計画資料の収集を行っている点において､その関心は高かった｡中でも特に､幹線道路網､港湾施

設､住宅供給､開発適地､都市計画法制度､についてはより突っ込んだ検討を行っている｡

沖縄都市計画に対する関与の仕方は､当初は米軍政府による強制移住､現物供与､道路整備､計画案作

成など､直接的関与であった｡だが米国民政府に変わってからは､立法権を与えての関連法制の整備､基

金 ･金融による補助制度､等の間接的関与-と切り換えた｡即ち､ ｢金銭､物質援助のみで､計画は地域

でさせる｣｢基地及びその周辺へ影響がなければ､基本的には地域の計画は地域に任せる｣という姿勢で

あった｡

従って､様々な思い入れ､資料のストック､技術的指導等があったものの､それらが沖縄の都市計画の

内容-と直接反映されることはほとんどなく､地域の自治体の計画のみがその後の都市の形態を形作って

行ったのである｡強いて取り上げれば､米軍による道路建設､基地内施設の建設などによって､沖縄にお

ける自動車道路交通の発達､コンクリート建築技術の普及-とつながり､日本本土とは異なる都市形態が

形成されたと言える｡しかしながら､当時の地域自治体による都市計画はこれらのことを全く念頭には置

いていなかったのである｡そこには都市計画のベース整備と建物建設との大きなギャップがある｡その一

方､経済開発とからめた地域計画の視点は､本土復帰後の沖縄の地域計画へ一部受け継がれたと見ること

が出来る｡

2)日本との関係

沖縄の都市計画は､法制度面において日本本土と緊密な関係にあった｡ニミッツの布告によって､それ

までの法律はある程度効力を持ち､特に土地区画整理については戦前からの耕地整理法を準用して行って

いた (琉球政府都市計画法でもそのことを規定)ことから､都市の基盤整備手法として重要視された｡そ

の他､本土で訓定された法律は4-5年の遅れでそのままの内容で琉球政府の法律として公布された｡残

るは計画面での技術指導と事業費の捻出であった｡計画面では､石川栄耀が､計画理念的な指導ではあっ

たが､那弔1都市計画の策定に大きな役割を果たしている｡しかし途中で没した (1955年9月)ことから､

その後の展開､更に他の都市や沖縄全体の計画には及んでいない｡財政面では､米軍政府､米国民政府双

方から相当な援助を得たが､日本政府からは殆どなかった｡日本政府は法制情報の提供をしただけという

ことになる｡だが､都市計画の内容から見ればそれは明らかに日本の従来からの計画手法であり､米国の

財政援助のもとで､地元が計画､連用したと言えよう｡

3)沖縄都市計画の独自性

それでは､沖縄都市計画としての独自性はあったのかと言うと､計画的には優れて新しいとは言えない

が､米国の援助と日本制度の狭間の中で､様々な工夫がなされたいる0①市村合併や経済開発とからめた

広域的な視点での都市計画を展開したこと､②新しい埋立事業と戦災復興土地区画整理事業とを重ねると

いう､希な市街地基盤整備を実現したこと､③都市計画決定だけの計画規制で､地区レベルの細街路網整

備や不良住宅地再整備を試みたこと､などにおいて評価を与えることが出来る｡これらの都市計画手法は､

流動性のある社会状況においては､その効果を期待することが出来､東南アジア諸国での応用を含めて比

較検討する必要があろう｡
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義-1 戦後沖縄都市計画の変遷 (1945-1972)

1945.4 r米霊占成下ノ南西拝島及ビ近海居住民二次グ｣ (ニミッツ布告)

1945.4 r米国海軍耳政府｣椴置 (米耳政府)

1945.8 r沖鶏稚祈念J投置 く米軍政府)

1945.10 r住虎再定住計画及び方針｣指令 (米葺政府)

1945.10 r沖縄人住宅の建築突材｣指令 (米雷政府)

1945.12 r沖謝人住専建築計画｣指令 (米軍政府)

1946.4 r沖縄民政府J投置 (米雷政府)

1946.7 r米国陵貫貫政府J殻置 (米耳政府)

1946.7 rガリオナ東金J放置 (米耳政府)

(占常地域統治救済兼金,GROAF)
1946.llr那有様典都市計画案｣捷示 (米軍政府)

1947.10 r公共の用に供する土地の取得J布告.指令 (土地収用法.米雷政府)

1949.1 r建築許可旺J指令 (米霊政府)

1950.4r沖鑓住宅曾飢 取立 (沖縄丘政府,米軍政府払可)

1950.4r都万市都市計画1位可 (米軍政府)

1950.4 r境域従兵金取基金J投置 く米軍政府)

1950.8r那覇市都市計画兵例J判定告示

1950.8r灘可市都市fl面｣決定告示 (都万市)

1950.8 r邦膏市市街地建築物封取典例J判定告示

1950.ll r沖鶏群島救府J投を (米車政府)

1950.12 r碇球列島米国民政府J設置 (L:SCAR)
1951.9 r沖鶏群島割当土地に関する啓時処甥兵例｣ (割当土地条例.沖托群島政府)

1951.9 ｢沖縄住宅公社｣改正(USCAR)
1951.10 r沖祖群島建築基準典例｣制定 (沖鶏群鳥政府)

1952.2 r土地打拓組合J布令 (tiscAR)
1952.4 r帝噂政府｣設置 (t3SCAR)
1952.9 r逆蕗法｣判定 (境域政府)

1952.12 r土地収用法｣制京 (死域政府)

1952.12 r建築基準法J制定 (境域政府)

1953.2 石川栄渥来島

1953.8 r都市計画乱 刺克 く琉球政舟)

1953.9r那雷市分粗金轍収典例｣制定 (部首市)

1954.6r部材市都市計画J決走告示 (境域政府)

1955.8r沖蹟群島割当土地に関する塔時処理粂例の廃止に伴う拝茸に舛する立法J
(刊当土地法､境域政J#)

1955.8 石川栄耀再来島

1956.2 r首か建投法J (境球政府署名,米国民政府蓉Za)

1956.3r#万市都市計画J決衷告示 (境域政府)

1956.12 汝長氏亦石市長就任､尭球政府 r復金)保留

19Sl.11 那覇市都市計画事業補助再珂

1959.9 r境域肘発金殻公社｣役立 (蔦等弁看官布令)

1961.8 r公営住宅法J (琉球政府)

1962.3 r不且住宅実.想現生｣(那古市)

1962.6 rlOYear ProlraAtOI叩rOVeOkinavaHiihvayTransportationJ(USCAR)
1964.ll rA City and Reヱional Plannin‡ PrograzLfor Ryukyu lslaJldsJ

(U.S.ArtyEnEineersdistrict)
1966.9 r境域土地住宅公社法｣ (乾噂政府)

1966. r那覇市建設計軌 (淋有市)

1968.5ra8雷市建設計画Jの催正 (部首市)

1969.6 rlndustrial Estate and h'ev Town Study OkinavaJくじSCIR)
1969. r住専連や東金屯適法｣ (死域政府)

1969.7 r土地区画整理法J (境域政府)

1970.6 r新都市ft画法J (溌噂政府)

1971.10r沖縄の住宅精華紳士J (建設省住宅局､都市局)

1972.5 r沖縄膿J本土従鱒

1946.9 r特別都市計画法｣

1950.5 r住専金挺公庫法J
1950.5 r建賓基準法J
1950.6 r甘軌桂故法｣

1951.6 r公曾住宅法｣

1954.5 r土地区面整理法J
1955.7 r日本住宅公団法｣

1957.4 r甘部町立輔法J

1960.5 ｢住宅地区改良法｣

1968.8 ｢住宅建設改良法｣

1968.8 r新都市計画法｣
1969.8 r都市再肘発法J
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